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令和元年９月１日 
 

指名競争入札について（ご案内） 
 

大牟田市企画総務部契約検査室 

 

 

大牟田市では、平成２０年４月から、予定価格１千万円未満の建設工事又は測量、調査、

設計等業務委託（以下「業務委託」という。）について、指名競争入札を実施しています。 

 

１． 対象工事等 

・予定価格が１千万円未満の建設工事、業務委託 

・災害復旧等のため緊急を要する工事等 

 

２.  設計図書等の購入 

① 指名競争入札参加者に『指名競争入札通知書』をファックスにより送信します。 

 ※受信後は、確認のため必ず契約検査室へ電話連絡をお願いします 

② 『指名競争入札通知書』により、案件名、入札日、予定価格等を確認し、入札に参

加、不参加（設計図書等を購入するか否かを）を検討してください。 

また、入札を辞退する場合は、ファックス又は持参により『入札辞退届』を契約

検査室に提出してください。 

③  設計図書等の購入を希望される業者は、印刷会社へ設計図書等購入予約の電話連

絡をしてください。 

   ※購入予約の電話連絡：９：００～１７：００ 

  ※購入は、印刷会社の店頭で、必ず現金で購入してください。 

④  入札通知書と一緒に送付された又は市の公式ホームページからダウンロードした

「設計図書等購入証明書」に、契約番号、案件名、業者名等を記入のうえ、指定さ

れた印刷会社へ持参し、ＣＤ－ＲＯＭを購入してください。 

また、購入の際の「設計図書等購入証明書」は、入札参加に必要な書類となりま 

すので大切に保管してください。なお、設計図書等を入手するために必要な費用は、 

入札参加者の負担とします。 

 

３. 設計図書等に関する質疑 

入札日の３日前の日までに（大牟田市の休日を定める条例第１条第１項に定める市

の休日（以下「休日等」という。）を除く。）次に掲げる方法により、契約検査室に質問

書を提出します。) 

質問書の様式は任意としますが、建設工事等の名称・質問事項・業者名・質問者名・

電話番号・ファックス番号を記載します。 

①  質問書の提出は、持参又はファックス（0944-41-2592（直通））とします。 

②  回答については、当該質疑をした入札参加者のみに、入札日の１日前の日（休日等 

を除く。）までにファックス等により回答書を交付します。ただし、当該入札の実施に 

係る基本的な事項に関するものについては、当該入札参加者全員（当該入札を辞退した 

者を除く。）に回答します。 

 

４.工事費内訳書等 

工事費内訳書等の金額は入札書と一致させてください。合計金額の千円単位未満の端

数処理以外の値引きは行わないこと。 
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５.入札時の提出書類 

① 入札書（工事費内訳書等の金額と一致すること。） 

   ② 工事費内訳書等 

   ③ 当該工事等の「設計図書等購入証明書」（原本） 

   ④ 事業所の代表者以外の者が出席する場合は、委任状 

 

６.入札の無効 

① 予定価格を上回る価格をもって入札されたもの 

② 最低制限価格を下回る価格をもって入札されたもの 

③ 工事費内訳書等と入札金額が一致しないもの 

④ 当該工事等の「設計図書等購入証明書」（原本）が提示されなかったもの 

⑤ 資本関係・人的関係がある複数の業者が同一入札に参加したことが判明したとき 

⑥ その他、入札の条件に違反したとき 

 

７.落札者の決定 

『指名競争入札通知書』に記載した入札日時、入札の場所において入札を行い、最低

制限価格から予定価格までの範囲内において最低価格で入札した者（最低価格入札者）

の決定を行うものとします。 

落札者は入札に係る内容審査の上、開札後速やかに決定します。落札者には電話にて

結果をお知らせします。 

（落札者以外の方は、大牟田市公式ホームページ等で入札結果表を確認してください。） 

契約保証金が必要な場合は、契約保証の手続きをしてください。契約保証金が不要な

ものについては速やかに契約手続きを行います。 

 

 

 

８.問合せ先 

大牟田市企画総務部契約検査室契約担当 

TEL ０９４４－４１－２５９０ 

FAX ０９４４－４１－２５９２ 

大牟田市公式ホームページの「落札業者の方へ」を参照してください。 


